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タコの会とは？…佐藤ゆ
うこは漢字で「夕子」。カ
タカナの「タ」と読めるこ
とから後援会の名を「タコ
の会」にしました。蛸では
なく大空に高く舞い上が
る凧です。 

平成１９年８月３日 

み
な
さ
ん
、
ご
存
知
で
す
か
？
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費
用
弁
償
と
は
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議
員
が
、
報
酬
と
は
別
に
、

議
会
の
会
期
中
（
約
二
十
日

間
）
に
、
登
庁
を
す
る
ご
と
に
、

一
万
五
千
円
（
上
限
一
万
九
千

六
百
円
）
を
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
る
制
度
で
す
。 

会
期
中
で
も
、
本
会
議
や
、

委
員
会
が
行
わ
れ
な
い
日
が

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
会
期
中

と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
期
間

は
、
費
用
弁
償
と
し
て
、
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

こ
の
制
度
は
、
昔
、
お
医
者

さ
ん
や
農
家
の
方
が
、
（
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
的
な
報
酬
で
あ
り

な
が
ら
も
）
自
分
の
仕
事
を
休

ん
で
、
議
会
に
出
席
を
し
た
こ

と
か
ら
、
そ
の
休
ん
だ
分
の
費

用
を
、
弁
償
し
ま
し
ょ
う
、
と

い
う
こ
と
で
始
ま
り
ま
し
た
。

現
在
は
、
高
額
な
報
酬
で
あ

り
、
し
か
も
、
別
の
仕
事
を
休

ん
で
議
会
に
出
席
し
て
い
る

よ
う
な
議
員
は
い
な
い
と
思

い
ま
す
。 

私
は
、
受
け
取
り
ま
せ
ん
で

し
た
の
で
、
六
月
分
と
し
て

の
、
十
八
万
円
は
、
「
費
用
弁

償
を
考
え
る
会
」
に
入
金
さ
れ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

こ
の
お
金
は
、
み
な
さ
ん
の

血
税
で
あ
り
、
誰
の
お
金
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
、
制
度

が
変
わ
り
、
県
に
返
還
で
き
る

日
ま
で
、
口
座
に
凍
結
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。 

も
っ
と
、
み
な
さ
ん
か
ら
も
、

声
を
あ
げ
て
頂
き
、
私
と
一
緒

に
、
費
用
弁
償
の
制
度
を
、
廃

止
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

こんにちは。４月の統一地方選挙において、１２９２１票とい

う多くの皆様のご支援により、県議会議員に当選をさせていただ

きました４児の母、佐藤ゆうこです。 
公職選挙法により、選挙後のお礼のご挨拶ができませんでした

ことを、深くお詫びいたします。 
私は当選をしてから、ずっと「費用弁償は受け取りません。」

と県議団に伝えておりました。団からは、「いったん受け取って」

と言われ続けましたが、常に「拒否＝供託」を念頭におき、仲間

探しを始めました。そんな中、「費用弁償をゼロにして交通費実

費のみにしよう。」という同じ気持ちの議員数人が見つかり、私

たちは、声をあげて、動き始めました。 
しかし、私が言い続けている「供託」が団に認めてもらえず、

「供託」をした後の私の処遇についての意見も出されました。ま

た、「規律委員会」も設置され、私への「除名」の準備が進めら

れていることを感じました。私は、除名は怖くありませんでした。

主婦の私が今の立場にあるのは、「費用弁償の廃止と政務調査費

の全面公開」を打ち出したからであり、これを言い続けられなく

なったら、議員でいる意味はありません。しかし、そのこととは

別に、除名になれば、一人になるばかりでなく、議会での質問も

何もできない。他の公約も果たせなくなる… 議会で何もできな

いのは、歯がゆくて、苦しい。   
そして「何かを変えるには同志がいる。一人よりは二人。二人

よりは三人…。」何度も先輩議員から呼び出される中、私は、「私

一人ならば供託。同志と一緒に１つの共通口座に入れることがで

きるのであれば、凍結口座。」と提案をしました。しかしこれは、

あくまでも、自分の公約である、「受け取らない。」と「廃止。」

の為…  そして、共通口座への振り込みは、あくまでも佐藤ゆ

うこを経由せず、直接振り込むことを条件にしてもらいました。

私は、「受け取らないこと」が公約ですから。そして、同志と一

緒のはずの共通口座が費用弁償支給日の前日に出来上がりまし

た。口座名は「費用弁償を考える会 会長 佐藤夕子」。同志は、

匿名が条件でしたから（同志以外の同僚議員への配慮の為）事務

処理上、私が会長に就任しての通帳になりました。迎えた費用弁

償支給日。私は委任状を提出し、凍結口座への振り込みを依頼し

ました。 
そして… ある先輩議員がこう言いました。「佐藤ゆうこが、口

座を作ったようだが、ここに入れようと思っていた人たちは、入

れないように。寄付行為になる可能性がある。（実際にはなりま

せん。）」と言われたのです。私は、一人になると思い、当初から

の「一人なら供託」を実行するために、会議の途中で抜け出し、

預けた委任状を取り返しに行きましたが、時すでに遅し。振り込

みは完了していました。マスコミに囲まれ、会見が始まりました。

私は同志の名前も言えず、ただただ、「今は一人。でもこの先、

同志とともに、費用弁償ゼロにむけて頑張っていきます。供託を

せずに、凍結口座にしたのは、同僚議員の誰かが、振り込むこと

ができるように。通帳は公開します。」と説明をするだけ。私の

この苦肉の策は、公約違反でしょうか。受け取っていることにな

るのでしょうか。どうか、私を信じていただきこれからの活動を

見ていてください。佐藤ゆうこを応援して良かったと思ってもら

えるように精いっぱい頑張ります。 

 

２００７年６月２２日 読売新聞

石田 前犬山市長が、応援に来てくださり、約 200名の方が、
集まってくださいました。投票日まで、あと４日！みんなの
気持ちが１つになり、大きな、力強い輪ができました。 
平成 19年４月４日 中産連ビルでの演説会終了後 

河村たかし衆議院議員

石田前犬山市長

ゆうこ


